
第５号様式

【評価項目及び評価基準】 評価基準決定日

平均点 最低点

1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.50 1.00 1.00 0.50

【技術資料及び技術提案の評価】 評価集計日

平均点 最低点

16-0140 A 0.99 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.50 0.50 1.00 0.50

16-0540 B 0.90 0.00 0.50 0.00 0.00 3.00 0.25 0.00 1.00 0.50

16-0440 C 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 3.00 0.25 0.00 1.00 0.50

【総合評価結果】 開札日 【低入札時の評価】
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入札金額判定 →　○：予定価格≧入札金額≧調査基準価格　×：予定価格＜入札金額，入札金額＜失格基準価格　△：失格基準価格≦入札金額＜調査基準価格　（左記、全て税抜き）

注１）発注機関は、落札者決定後、発注機関（本庁契約は技術管理課、農業総務課、農地管理課）のホームページにて第５号様式の公表を行う。

注２）「アドバイザー名」や仮契約時の予定価格・調査基準価格は公表しない。

注３）入札辞退をした場合や入札しなかった場合、無効は、入札整理番号と企業名を公表し、技術評価点（内訳を含む）を公表しない。
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株式会社　谷村建設 65,500,000 65,500,000 107.849 - -

株式会社　藤木組 63,500,000 63,500,000 109.594 落  札 -

備　考

株式会社　小田島建設 65,550,000 65,550,000 107.506 - -

記　事
加算点

の減点

技術評価点

（加算点減点後)

評価値

の減点
評価値（暫定値） 意向確認

【令和　８年　２月　６日】 落札者決定日 【令和　８年　２月１６日】

入札者
入札金額

（税抜）

有効な入札金額

(Ａ)（税抜）

入札金額

判定

入札金額

順位
評価値（確定値） 順　位

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

- 0.00

株式会社　谷村建設 100.00

入　札　者

標　準　点

加　算　点

7.75 107.75

- 0.00

7.49 107.49

株式会社　藤木組 100.00 6.15 106.15

株式会社　小田島建設 100.00

標準点＋加算点

（技術評価点）

企 業 の 技 術 力 配置予定技術者の能力 地域貢献度・精通度
評点合計

（加算点）
入札整理

番号
記号

災害時の

活動実績

森林整備活

動等の実績
実働拠点 地域調達企業名

工事成績 技術者の

能力

優秀技術

者表彰等

継続教育

(CPD)
工事成績

【令和８年１月20日】

配置予定技術者の能力 地域貢献度・精通度
評点合計

（加算点）
工事成績 技術者の

能力

優秀技術

者表彰等

継続教育

(CPD)
工事成績

災害時の

活動実績

森林整備活

動等の実績

【令和７年12月23日】

評価項目及び評価基準

（標準点及び評点の上限）

標　準　点

加　算　点

標準点＋加算点

（技術評価点）

企 業 の 技 術 力

工事名： 緊急機能強化・老朽化対策工事

　　大字間脇　　地内

実働拠点 地域調達

100.00 10.00 110.00

谷止工(かさ上げ）　２基

　No.1　L=20.0　H=8.5（2.0）　V=149.7

　No.2　L=20.0　H=9.0（3.0）　V=215.9

仮設工　１式　（資材運搬路開設　L=201.2m）糸魚川地域振興局　農林振興部

工事番号： 緊機　第４号 本工事の契約の内容に適合した履行を行うために

は、民間事業者の能力を活用して品質を確保する

必要があると認められる工事であるため、地方自

治法施行令第167条の10の2第2項の規定に基づき、

総合評価落札方式を適用した。

総合評価落札方式に関する評価調書 （ 技術者実績型 ）森林土木工事用

発 注 機 関 工 事 番 号・工 事 名 工 事 箇 所 工 事 概 要 総合評価落札方式を適用した理由

糸魚川市


